
    
          

お
し
ら
せ

お
し
ら
せ

小
学
生
人
権
ポ
ス
タ
ー
作
品
展

　

甘
楽
富
岡
地
域
の
児
童
を
対
象
に

「
第
17
回
小
学
生
人
権
ポ
ス
タ
ー
コ
ン

テ
ス
ト
」
が
行
わ
れ
、
甘
楽
町
の
小
学

５
年
生
か
ら
多
く
の
作
品
が
寄
せ
ら
れ

ま
し
た
。

　

応
募
作
品
を
展
示
し
ま
す
の
で
、
ご

覧
く
だ
さ
い
。

期
間　

１
月
14
日
㈭
〜
27
日
㈬

場
所　

甘
楽
町
文
化
会
館　

展
示
ホ
ー
ル

問
い
合
わ
せ　

住
民
課
住
民
係

（
☎
内
線
２
６
４
）

知
的
障
害
者
巡
回
相
談

日
程　

２
月
18
日
㈭

場
所　

に
こ
に
こ
甘
楽

相
談
内
容　

施
設
入
所
な
ど
の
相
談
・
療

育
手
帳
交
付
に
伴
う
相
談
・
判
定
な
ど

持
参
す
る
も
の　

印
章
・
療
育
手
帳

※
予
約
制
と
な
り
ま
す
の
で
、
１
月
15

日
㈮
ま
で
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

に
こ
に
こ
甘
楽　

健
康
課
福
祉
係

（
☎
内
線
６
０
２
・６
０
３
）

群
馬
労
働
局
か
ら
の
お
し
ら
せ

◎
パ
ー
ト
タ
イ
ム
・
有
期
雇
用
で

　
　
　
　
　
　
　
　

働
く
皆
さ
ん
へ
！

　

群
馬
労
働
局
で
は
、
雇
用
環
境
・
均

等
室
に
パ
ー
ト
タ
イ
ム
・
有
期
雇
用
で

働
く
人
が
相
談
で
き
る
「
特
別
相
談
窓

口
」
を
開
設
し
て
い
ま
す
。
お
気
軽
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

受
付
時
間　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５

時
15
分
（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
、
年
末

年
始
を
除
く
）

※
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
は
遵
守
し
ま
す
（
匿

名
可
）

◎
子
育
て
や
介
護
を
し
な
が
ら

　
　
　
　
　
　
　
　

働
く
皆
さ
ん
へ
！

　

育
児
・
介
護
休
業
法
施
行
規
則
等
が

改
正
さ
れ
、
育
児
や
介
護
を
行
う
人
が

「
子
の
看
護
休
暇
」
や
「
介
護
休
暇
」

を
柔
軟
に
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
、
休
暇
を
時
間
単
位
で
取
得
で
き
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。（
令
和
３
年
１

月
１
日
施
行
）

特
別
相
談
窓
口
・
問
い
合
わ
せ

群
馬
労
働
局　

雇
用
環
境
・
均
等
室　

☎
０
２
７
（
８
９
６
）
４
７
３
９

前
橋
市
大
手
町
２
‐
３
‐
１

前
橋
地
方
合
同
庁
舎
８
階

消
費
者
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

『
１
８
８
』
の
ご
あ
ん
な
い

　

消
費
者
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
１
８
８
（
局

番
な
し
）
は
、
お
近
く
の
消
費
生
活
セ

ン
タ
ー
等
の
消
費
生
活
相
談
窓
口
を
ご

案
内
す
る
こ
と
に
よ
り
、
消
費
生
活
相

談
の
最
初
の
一
歩
を
お
手
伝
い
す
る
も

の
で
す
。

　
「
悪
質
商
法
等
に
よ
る
被
害
に
あ
っ

た
」「
あ
る
製
品
を
使
っ
て
け
が
を
し

て
し
ま
っ
た
」
な
ど
の
消
費
者
ト
ラ
ブ

ル
で
困
っ
て
い
ま
せ
ん
か
？

　
「
助
成
金
が
あ
る
の
で
個
人
情
報
や

口
座
情
報
を
教
え
て
ほ
し
い
」
な
ど
の

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染

拡
大
に
関
連
し
た
ト
ラ
ブ
ル
で
困
っ
て

い
ま
せ
ん
か
？

　

そ
ん
な
と
き
は
一
人
で
悩
ま
ず
に
、

全
国
ど
こ
か
ら
で
も
３
桁
の
電
話
番
号

で
つ
な
が
る
消
費
者
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

『
１
８
８
（
い
や
や
！
）』
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。
専
門
の
相
談
員
が
ト
ラ
ブ
ル

解
決
を
支
援
し
ま
す
。

検
察
審
査
会
制
度
と
は
？

　

選
挙
権
を
有
す
る
国
民
の
中
か
ら

「
く
じ
」
で
選
ば
れ
た
11
人
の
検
察
審

査
員
が
、
検
察
官
が
事
件
を
裁
判
に
か

け
な
か
っ
た
こ
と
（
不
起
訴
処
分
）
が

良
か
っ
た
か
ど
う
か
を
審
査
し
、
そ
の

検
察
官
の
行
為
に
関
し
、
民
意
を
反
映

さ
せ
て
適
正
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
制
度
で
す
。

　

検
察
審
査
員
の
仕
事
は
、
検
察
官
の

し
た
不
起
訴
処
分
が
国
民
の
常
識
に
合

致
し
て
い
る
か
否
か
を
判
断
す
る
も
の

で
、法
律
的
な
専
門
知
識
は
不
要
で
す
。

　

任
期
は
６
カ
月
で
、
会
議
は
非
公
開
で

行
わ
れ
ま
す
。

　

検
察
審
査
員
お
よ
び
補
充
員
に
選
ば

れ
た
ら
、
ぜ
ひ
制
度
を
ご
理
解
い
た
だ

き
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

高
崎
検
察
審
査
会
事
務
局

☎
０
２
７
（
３
２
２
）
３
５
８
５

No.1186おしらせ版

消
費
者
庁

消
費
者
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
１
８
８

イ
メ
ー
ジ
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

「
イ
ヤ
ヤ
ン
」
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